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嬉野市生活困窮者支援等のための地域づくり事業業務 

公募型プロポーザル実施公告 

 

嬉野市生活困窮者支援等のための地域づくり事業業務における実施事業者を公募

型プロポーザル（企画提案）方式により選定するため、次のとおり企画提案書を公募

します。 

 

令和８年３月２７日 

嬉野市長 山口 卓也    

 

 

１ 目的 

   本実施要領は、嬉野市（以下「本市」という。）が実施する、嬉野市生活困窮

者支援等のための地域づくり事業業務の受託候補者を公募型プロポーザル（企画

提案）方式により選定することついて、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

嬉野市生活困窮者支援等のための地域づくり事業業務 

（２）業務の目的 

地域におけるつながりの中で、住民が持つ多様なニーズや生活課題に柔軟に対

応できるよう、地域住民のニーズ・生活課題の把握、住民主体の活動支援・情報

発信・地域コミュニティを形成する居場所づくり、多様な担い手が連携する仕組

みづくりを行うことを通じて、身近な地域における共助の取組を活性化させ、地

域福祉の推進を図ることを目的とする。 

（３）業務内容 

別添「嬉野市生活支援体制整備事業（第１層）業務仕様書」参照 

（４）履行期間 

契約締結日から令和９年３月 31日まで 

（５）提案上限額 

４，８００，０００円 
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（６）業務担当部課 

（令和８年３月中） 

   嬉野市市民福祉部福祉課 

   〒843-0392 嬉野市嬉野町下宿乙 1185番地 

   電話：0954-42-3306  Email：fukushi@city.ureshino.lg.jp 

   担当：福祉課地域・高齢者福祉・介護グループ 藤松 

   （令和８年４月以降） 

   嬉野市福祉部地域共生社会推進課 

   〒843-0392 嬉野市嬉野町下宿乙 1185番地 

   電話：0954-27-7038  Email：chiiki@city.ureshino.lg.jp 

   担当：地域共生社会推進課 地域福祉グループ 井上 

   

３ スケジュール 

   公募時点において予定しているスケジュールは、以下のとおりである。 

期   日 項   目 

公募開始 令和８年 ３月２７日（金） 

質問書提出期限 令和８年 ４月 ７日（火）１５時必着 

質問書への回答 令和８年 ４月１０日（金） 

参加申込書等の提出期限 令和８年 ４月１６日（木）１７時必着 

参加資格確認結果通知 

及び審査会実施通知 
令和８年 ４月２１日（火） 

企画提案書等の提出期限 令和８年 ４月２７日（月）１７時必着 

プレゼンテーション審査 令和８年 ４月３０日（木） 

審査結果通知及び公表 令和８年 ５月 中旬 

 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）嬉野市内に主たる事業所等を有する法人であること。 

（２）嬉野市税を滞納していないこと。 

（３）嬉野市発注の契約にかかる指名停止処分を受けている者でないこと。 

（４）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定に該当

しない者であること。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生

法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営

状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 
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（６）自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当するものでないこと、及

び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律

第 77号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与

える目的を持って暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団員又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜与するなど直接

的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者 

 

５ 質問について 

本プロポーザルに関して質問がある場合は、次のとおり質問書（様式４）を提

出すること。 

（１）提出方法 

    電子メール（fukushi@city.ureshino.lg.jp宛て） 

    ※電子メール以外による質問は受け付けないものとする。 

    ※件名を「嬉野市生活困窮者支援等のための地域づくり事業業務プロポーザ

ルに関する質問」とすること。 

（２）提出期限 

    令和８年 ４月 ７日（火）１５時必着までとする。 

（３）回答方法 

    令和８年 ４月１０日（金）に嬉野市ホームページにて公表し、個別には回

答しない。なお、回答は本要領等の追加又は修正とみなす。 

 

６ 参加申込書等の提出 

（１）提出書類【各１部】 

   ① 参加申込書（様式１） 

   ② 法人概要書（様式２） 

     添付書類：財務諸表（「貸借対照表」及び「損益計算書」最新１年分） 

   ③ 法人登記簿謄本（法人登記事項証明書） 

④ 納税証明書（市税の未納がない証明書） 

（２）提出期限 

   令和８年 ４月１６日（木）１７時必着 

（３）提出先 

   ２（６）に同じ 
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（４）提出方法 

   持参又は郵送 

    ※持参の場合は市役所開庁日の９時～１７時の間のみ受け付ける。 

    ※郵送の場合は簡易書留等の配達記録が残るもので送付し、提出期限内に

必着のこと。 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類【各７部】 

   ① 企画提案書（様式３） 

   ② 参考見積書及び内訳書（任意様式） 

（２）提出期限 

   令和８年 ４月２７日（月）１７時必着 

（３）提出先 

   ２（６）に同じ 

（４）提出方法 

   ６（４）に同じ 

 

８ 提出書類の取扱い 

（１）提出された書類は、審査の結果に関わらず一切返却しない。 

（２）提出された書類は、本プロポーザルに係る業務に使用する場合に限り、必要に

応じて複写する場合がある。 

（３）提出された関係書類は、他事業者に提供しない。 

（４）関係書類の提出期限後において、追加・修正・変更は認めないものとする。 

ただし、審査に必要と認められる場合は、資料の追加提出を求めることがある。 

（５）提出された書類については、提案者の承諾なしに他に利用することはない。 

   ただし、嬉野市情報公開条例（平成 26年嬉野市条例第 33号）に基づき公開す

る場合には使用することがある。 

 

９ 受託候補者の決定 

（１）選考方法 

提出された書類及びプレゼンテーションの内容を審査する。 

（２）評価基準 

評価の基準は、別添「嬉野市生活支援体制整備事業（第１層）業務公募型プ

ロポーザル評価基準」のとおりとし、提案内容の具体性及び実現性等について、

企画提案書の内容評価と応募者の活動実績等の対応能力評価も含め総合的に

審査する。なお、参加者が１者のみの場合も審査を実施する。 
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（３）プレゼンテーションの実施 

日時：令和８年 ４月３０日（木） 

場所：嬉野市役所（嬉野庁舎）３－１会議室 

時間：準備 5分、説明 20分、質疑応答 15分、片付け 5分を予定 

※プレゼンテーションの場における追加資料の配付は禁止とする。（パワー

ポイントの使用は可） 

※プロジェクタ及びスクリーンは、嬉野市のものを用意する。他の機器（パ

ソコン等）は、各提案者が準備すること。 

※詳細な日時や実施時間は、提出書類の提出期限後、別途通知する。 

※プレゼンテーションは、提案内容を簡潔に分かりやすく説明すること。 

※プレゼンテーションに参加できる者は３名までとする。 

（４）審査結果 

審査結果については、すべての企画提案者に文書で通知するとともに選定し

た受託候補者については、嬉野市ホームページにて公表する。 

なお、審査は非公表とし、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

 

10 契約に関する基本的事項 

   本プロポーザルは、受託候補者の選定を目的に実施し、受託候補者の決定をも

って企画提案書等に記載された内容のすべてを承認するものではない。 

   したがって、受託候補者と当該業務についての協議を行い、内容について合意

の上、当該業務仕様書を作成し、随意契約の方法により契約を締結する。 

 

11 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

（１）参加資格を満たさなくなった場合 

（２）参考見積額が提案上限額を超える場合 

（３）本プロポーザルに関して、虚偽の事実が判明した場合 

（４）選定の透明性、公平性を害する行為があった場合 

 

12 留意点 

（１）企画提案に関する費用は、すべて企画提案者の負担とする。 

（２）本市から提供する資料以外は、企画提案者が独自で入手すること。 

（３）公正な審査を妨害するおそれのある、すべての行為を禁止する。 

（４）本募集に伴い知り得た情報等は、本企画提案公募に係ることのみに使用し、そ

れ以外の目的に使用することはできない。 

（５）参加申込書を提出した者が、提案を辞退する場合は、参加辞退届（様式５）を

持参又は郵送にて提出すること。 


